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１ 募集目的 

  北海道林木育種場旧庁舎は江別市の所有する歴史的建造物であり、登録有形文化

財として登録されております。この建物を、民間のアイデアと力により、歴史的建

造物としての価値を生かしつつ、魅力ある施設として再生し利活用を図るため、企

画公募により事業者を募集します。 

 

２ 土地･建物の概要 

 （１）名  称  北海道林木育種場旧庁舎 

 （２）所  在  江別市文京台緑町 561 番地の２ 

 （３）建築年月  昭和２年 11月 

 （４）構  造  １階：煉瓦組積造、２階・小屋裏：木造、屋根：一文字葺 

 （５）建築方法  ハーフテンバー（柱、梁、筋交等の軸組を全部組み立ててか 

ら、その間にセメントや石を詰め込んで壁をつくる建築法）を基 

調とした、当時としては斬新な洋風近代建築物。 

 （６）建築面積  1階 743.64㎡、2階 649.12㎡、小屋裏 139.12 ㎡ 

 （７）敷地面積  5,053.53㎡ 

 （８）地域地区  用途地域は第１種住居地域で、特別用途地区は文教地区です。 

 

３ 保存・活用の基本方針 

 （１）保存方針 

   ① 文化財保護法第 57 条第１項の規定による文化財登録（登録有形文化財）

を継続することとします。 

   ② 改修工事等については、事業の計画に応じた各種法律の基準に従って、実

施していただきます。 

 （２）活用方針 

   ① 北海道林木育種場旧庁舎の全体または一部を使用することとし、歴史的建

造物の持つ文化的価値を生かす中で活用するものとします。 

   ② 市民等が外観見学可能であり、地域活性化につながる施設として活用する

こととし、居住用（介護施設を含む）、遊興用、風俗営業等としての利用は

できません。 

また、夜間のみの営業で、日中の営業を行わない業種は不可とします。 

 

４ 募集内容 

（１）建物と土地を一括して貸し付けまたは譲渡します。 

（２）貸し付けについては無償とし、譲渡については、建物は無償とし土地は有償

とします。   

（３）貸借契約期間は 20年以下（工事期間除く。） とし、更新は可能とします。 

（４）事業計画に基づき、自己の責任と費用で改修工事を行っていただきます。 
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（５）前記の保存・活用の基本方針に基づいた事業を行っていただきます。 

（６）本件物件の使用に際して、政治、宗教行為を目的とする活動の用に供するこ

と及び公序良俗に反する活動等を行うことを禁止します。 

（７）貸借契約期間内の維持管理及び修繕については、全て事業者の負担により行

っていただきます。 

（８）貸借契約期間終了後は、建物を無償返還していただきます。 

（９）譲渡契約にあたっては、保存・活用基本方針に定めた建物及び土地の利用条

件に違反したときは、江別市が売買物件を買戻しできる特約を設定します（10

年間）。 

 

５ 市の支援 

利活用開始前に、市は登録文化財としての価値を保持するための補修及び利活用

事業者の安全確保に必要な補修を行います。 

 更に江別市ふるさとふれあい推進基金活用のための申請が可能です。また、その

他国等の補助金等の活用も協議可能です。（いずれも議会の議決を受けることを前

提とします。） 

 

６ 募集日程 

（１）募集要項及び申込書類の配布期間 

   令和２年 12月 10日（木）まで 

（２）募集要項及び申込書類の配布場所 

   江別市役所ＨＰからダウンロードしてください。 

   http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kyouiku/3024.html 

（３）募集要項等の説明 

随時、施設案内または、募集要項等の説明を行います。事前に申込書類提出

先にご連絡ください。 

（４）申込期間 

令和２年 10 月１日（木）から令和２年 12 月 10 日（木）まで（必着、郵送

可）。 

（５）質疑受付 

    令和２年 10月１日（木）から令和２年 11月 30日（月）まで（必着）。郵送、

電子メールで提出のこと。質問者及び申込者全員に回答予定です。 

メールアドレス  shogaigakushu@city.ebetsu.lg.jp 

（６）申込書類提出先     

〒067-0074 江別市高砂町 24番地の６  

江別市教育委員会教育部生涯学習課  電話 011-381-1062 

 （７）提出部数 

    正本１部・副本９部 

mailto:shogaigakushu@city.ebetsu.lg.jp
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（８）受付時間 

   平日の午前８時 45分から午後５時 15 分まで 

 

７ 応募について 

（１）個人及び法人（団体を含む）。ただし、本人又は法人等の代表者が次に該当 

する場合は、申込みの資格がありません。 

① 法律行為を行う能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第 2項（同項   

 を準用する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加

を制限されている者 

④ 地方自治法（昭和 22年政令第 67 号）第 244条の 2第 11 項の規定によ 

る指定の取消しを受けたことがある者 

⑤ 市町村民税･消費税・地方消費税を滞納している者 

⑥ 暴力団又は暴力団その他暴力的集団の構成員である者 

 （２）応募に関する費用は、全て応募者の負担とします。 

（３）原則として、提出された「応募書類」の変更は認めません。 

（４）応募書類の著作権は、江別市に帰属します。 

（５）応募者から提出された書類は、返還しません。 

 

８ 申込みの際に提出する書類 

（１）申込書（様式１）…法人・個人ともに 

（２）申込資格証明書 

① 印鑑証明書又は印鑑登録証明書…法人・個人ともに 

   ② 法人登記簿の謄本（最近３ヶ月以内発行）…法人のみ 

   ③ 住民票又は外国人登録済証明書（最近３ヶ月以内発行）…個人のみ 

   ④ 定款（最新）…法人のみ 

⑤ 事業概要…法人のみ 

⑥ 有価証券報告書又は商法上の決算報告書（最近３ヶ年分）…法人のみ 

⑦ 事業税及び法人税の納税証明書（前年度分）…法人のみ 

⑧ 源泉徴収票（前年度分）…個人のみ 

⑨ 納税証明書（市町村民税）…個人のみ 

居住している自治体に納付すべき全ての税目で、納税の義務がない 

      場合は、その旨を記載した申立書（様式２－１）を提出のこと 

⑩ 資格申立書（様式２－２）…法人・個人ともに 

 （３）保存活用事業計画書 

    「事業計画」は様式任意ですが、次の内容を含むこと。 

※原則として、様式はＡ３またはＡ４サイズ。 
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① 事業計画概要説明書（使用目的とその内容、規模、管理方法、スケジュ

ール、市民等の外観見学の機会確保について） 

② 改修計画書（平面図、工事費概算見積書） 

③ 資金計画書（資金調達方法等） 

     

９ 選定について 

選定委員会を設け応募のあった提案を審査し、事業を実施する事業者を選定しま

す。選定委員会は江別市、学識者、市民団体等で構成します。 

令和２年 12 月開催予定の選定委員会でのプレゼンテーション選考により、優先

契約交渉事業者を選定します。総合得点満点の６割を最低基準点とし、最低基準点

に満たない場合は選定しません。なお、選定結果は全ての申込者に通知します。 

 

10 審査基準について 

以下の項目について、審査します。詳細は、別紙を参照してください。 

（１）事業計画書等に関する審査 

（２）応募者に関する審査 

（３）その他加算事項 

 

11 改修工事について 

（１）登録文化財として歴史的建造物の保存・活用という目的から逸脱しないよう、

特に注意してください。 

（２）消防法の基準に適合した改修工事を行っていただきます。 

（３）改修工事に関連して発生する、全ての費用について負担していただきます。 

（４）応募時に提出した「事業計画」に基づいて、改修工事を行っていただきます。 

（５）改修工事にあたりましては、あらかじめ建築基準法、消防法等の各種法的手

続きを関係機関に確認・調整のうえ、行ってください。 

（６）貸借契約の際は、改修工事により建物構造体等に加えた造作等は、改修工事

終了時に市に無償譲渡していただきます。無償譲渡手続きに関連して要した全

ての費用を負担していただきます。 

 

12 契約について 

本事業においては、土地・建物の無償での貸借または譲渡であるため、江別市議

会での議決が必要です。議会において否決された場合、本事業の実施は行いません。

その場合の補償はありません。 

（１）土地・建物について、使用貸借契約または譲渡契約を締結します。 

（２）貸借契約期間は 20年以下（工事期間除く。) とし、更新は可能とします。 

（３）文化財保護法第 57 条第１項の規定による文化財登録（登録有形文化財）を

継続する旨の特約を付加します。 
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（４）貸借契約期間満了時において、事業者は市に建物の無償返還を行う旨の特約

を付加します。 

（５）土地及び建物の譲渡契約にあたっては、買い戻し特約を付加します（10年間）。 

 

スケジュール 

 10月 11月 12 月 1月 2月 3月 4月 

募集期間        

質疑受付        

事業者選定委員会        

市議会定例会        

契約        

外観改修工事        

 

13 維持管理について 

貸借契約期間中における建物の維持管理・修繕については、事業者が自己の負担

と責任において行っていただきます。 

 

14 契約期間満了時について 

貸借契約期間満了時には、土地及び建物を返還していただきます。この際、事業

者が設置した備品等については、事業者の責任及び費用により撤去または撤収して

いただきます。また、この場合、事業者は一切の補償を請求できないものとします。 

ただし、市と事業者の協議により現状のまま返還することを承認したものを除き

ます。 

 

15 損害賠償について 

事業者は、本事業での改修工事及び使用にあたり、江別市又は第三者に損害を与 

えたときは、自己の責任でその損害を賠償しなければなりません。 

 

16 その他 

（１）募集要項について疑義が生じた場合は、本市の解釈によるものとします。 

（２）江別市情報公開条例の規定により、応募書類等の公文書の公開請求があった

場合は、同条例の規定により全部又は一部を公開する場合があります。 
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（様式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

   

応 募 申 込 書 

 

  （あて先）江別市長 

 

 

住 所          

 

氏 名           印 

 

（法人又は団体の場合は名称及び代表者名） 

 

 

（事務担当責任者）  

 

所 属 

 

職 名 

 

氏 名 

 

電 話 

 

ＦＡＸ 

 

Ｅメール 

 

 

「北海道林木育種場旧庁舎」保存活用事業募集要項に基づき、募集の申し込

みをします。 
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様式２－１ 

 

納税に関する申立書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）江別市長 

 

所在地 

申込者 商号又は名称 

    代表者             印 

電話番号 

ＦＡＸ 

 

 

 

私は、「北海道林木育種場旧庁舎」保存活用事業の申し込みについて、江別市税の納税義務

を有しませんので、申し立てます。 
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様式２－２ 

 

資 格 申 立 書 

 

令和  年  月  日 

 

（あて先）江別市長 

 

所在地 

申込者 商号又は名称 

    代表者             印 

電話番号 

ＦＡＸ 

 

「北海道林木育種場旧庁舎」の保存活用事業の申し込みについて、下記のとおり申し立て

ます。 

 

記 

 

 

１ 法律行為を行う能力を有しない             に該当しない 

 

２ 破産者で復権を得ない                 に該当しない 

 

３ 江別市における一般競争入札等の参加を制限されている  に該当しない 

 

４ 指定管理者の指定の取消しを受けたことがある      に該当しない 

 

５ 暴力団又は暴力団その他暴力的集団の構成員である    に該当しない 
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（図１）現地案内図・見取図 
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（図２）北・西側立面図 
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（図３）南・東側立面図 
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（別紙）

審査

基準点
配分率 配点

　1 事業計画書等に関する審査

（１） 5 ×2 10

（２） 5 ×2 10

（３） 5 ×2 10

（４） 5 ×1 5

35

　２　応募者に関する審査

（１） 5 ×1 5

（２） 5 ×1 5

10

5 ×1 5

5

50

配点 優れている ５点
やや優れている ４点
普通である ３点
やや劣っている ２点
劣っている １点

小　計

合　計

小　計

経営状況が健全で、かつ実現可能性が高い資金計画（工事費の
調達等）であるか。

事業の安定性・継続性が見込める計画であるか。

小　計

　３　その他加算事項

その他の特筆すべき事項を記載
　　加点内容

北海道林木育種場旧庁舎保存・活用事業者　審査基準

審査項目

建物の歴史的・文化的価値をよく理解し、これを保存・利活用
する具体的な事業計画であるか。

文教地区であることに配慮した計画であるか。
また、建物の立地（住宅地・森林公園に近接）に考慮した計画
であるか。

地域活性化に貢献できる計画であるか。

市民等に外観見学の機会が提供された計画であるか。


